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１ 環境管理に伴う調査・測定・化学分析        

２ ダイオキシン類に係る濃度計量証明 

３ ビル管理に伴う水質検査･空気環境測定   

４ 水道法第 20 条に基づく水質検査 

５ 土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査 

６ 労働衛生管理に伴う作業環境測定 

７ アスベスト・ＰＣＢ等の化学分析 

８ ＥＵ規制物質の化学分析 
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 環境省は平成 17 年 6 月に公布された「改正・湖沼水質保全特別措置法」に基づき、「湖沼水質

保全基本方針」変更案をまとめ、この案について 17 年 12 月 9 日まで意見の募集を行いました。

 これまで「湖沼水質保全特別措置法」に基づき行われてきた 10 の指定湖沼についての汚濁負荷

削減対策では、ほとんどの湖沼で環境基準達成もままならないのが実情です。 

 「改正・湖沼水質保全特別措置法」は、17 年１月に中央環境審議会がまとめた湖沼環境保全制

度の方向性に関する答申に基づき、 

1）農地・市街地からの流出水対策が必要な地域を新たに「流出水対策地区に」指定し、「流出水

対策計画」を策定の上、対策措置を進める 

2）これまで新増設の工場・事業場のみに実施していた負荷量規制を既設事業場に拡充する 

3）湖沼水質の浄化機能確保のため保護が必要なヨシ原などを「湖辺環境保護地区」に指定し、植

物採取についての届出を義務づける 

4）湖沼水質保全計画策定時に、必要な場合は関係住民の意見聴取を行うこととする 

などの内容が盛り込まれました。 

 今回の「湖沼水質保全基本方針」変更案は、この改正内容を受け、「流出水対策地区」と「湖辺

環境保護地区」の指定に関する基本的事項など改正法の施行に向け、必要な内容を整備していま

す。 

 

資料：2005 年 11 月 18 日付 EIC ネット 

 

水質分析箇所 長谷川知草 
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